
防
災
再
開
発
整
備
方
針

（
東
京
都
決
定
）
は
木
造

住
宅
密
集
地
域
で
延
焼
防

止
機
能
を
確
保
し
よ
う
と

い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
、

同
時
に
「
土
地
の
合
理
的

か
つ
健
全
な
利
用
が
図
ら

れ
る
防
災
街
区
の
整
備
」

と
称
し
て
従
来
の
町
並
み

を
壊
し
、
高
層
化
を
推
し

進
め
る
と
い
う
も
の
で
す
。

私
は
４
月
の
都
市
計
画

審
議
会
で
住
民
に
は
ほ
と

ん
ど
周
知
さ
れ
て
い
な
い

防
災
に
名
を
借
り
た
開
発

優
先
の
計
画
だ
と
し
て
反

対
し
ま
し
た
。

東
京
都
は
策
定
の
効
果

と
し
て
６
点
を
掲
げ
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
、
「
延

焼
防
止
上
支
障
の
あ
る
建

物
へ
の
除
去
勧
告
が
可
能

と
な
る
」
「
地
域
住
民
に

よ
る
防
災
街
区
計
画
整
備

組
合
の
設
立
な
ど
が
可
能

に
な
る
」
な
ど
と
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
個
人
財
産

を
防
災
に
名
を
借
り
て
除

去
し
、
住
民
の
発
意
で
あ

る
か
の
よ
う
に
組
合
を
設

立
さ
せ
最
大
の
不
燃
化
と

も
い
え
る
高
層
ビ
ル
の
町

に
し
て
い
く
こ
と
を
狙
っ

た
も
の
で
す
。

そ
の
目
論
見
は
整
備
方

針
の
軸
が
「
防
災
再
開
発

促
進
地
区
指
定
」
に
表
れ

て
い
ま
す
。

「
都
市
再
開
発
法
に
お

け
る
２
号
地
区
と
整
合
を

図
る
」
と
し
て
い
ま
す
が
、

２
号
地
区
は
「
一
体
的
か

つ
総
合
的
に
市
街
地
の
再

開
発
を
促
進
す
べ
き
地
区
」

と
定
め
ら
れ
、
次
の
目
標

や
方
針
が
も
た
れ
る
事
に

な
り
ま
す
。

①
地
区
再
開
発
整
備
等
の

主
た
る
目
標

②
用
途
、
密
度
、
土
地
利

用
計
画
の
概
要

③
建
築
物
更
新
の
方
針

④
施
設
整
備
方
針

⑤
公
共
お
よ
び
民
間
の
役

割
り

な
ど
で
す
。

⑤
に
あ
る
よ
う
に
住
民
追

まちの願いを区政にむすぶ

生活・法律相談は区議団控室またはすずらん通り事務所（5462－2133）までお気軽にお電話ください。

都市再開発法の２号地域指定を拡大

防
災
街
区
整
備
方
針
は
開
発
優
先

総
面
積
１
－
３
強
が
防
災
再
開
発
促
進
地
区
に

週刊区政ニュース第360号

08年05月18日発行

中
国
・
四
川
省
が
大
規
模
な
震
災
に
み
ま
わ
れ
ま
し
た
。
被
害

に
遭
わ
れ
た
み
な
さ
ん
に
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

私
た
ち
の
国
で
も
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
後
、
中
越
沖
、
能
登

半
島
な
ど
大
規
模
震
災
で
人
命
を
失
っ
て
い
ま
す
。
耐
震
化
強
化

は
焦
眉
の
課
題
で
す
。

今週号へのご意見・要望等ありましたらおよせくださ

防
災
ど
こ
ろ
か
住
民
お
い
だ
し



出
し
の
再
開
発
は
民
間

（
ゼ
ネ
コ
ン
・
不
動
産
業

な
ど
）
開
発
が
主
流
で
大

崎
駅
西
口
中
地
区
な
ど
で

は
露
骨
な
地
上
げ
が
お
こ

な
わ
れ
、
古
い
町
並
み
を

壊
し
、
住
民
を
追
い
出
し

て
開
発
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
ま
す
。

ま
さ
に
、
再
開
発
の
た

め
に
整
備
地
区
を
拡
大
し

た
こ
と
は
明
瞭
で
す
。

密
集
市
街
地
は
全
国
に

二
万
五
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ

り
、
多
く
は
国
の
貧
困
な

住
宅
政
策
の
も
と
、
60
年

代
ま
で
に
で
き
た
も
の
で

す
。
97
年
に
制
定
さ
れ
た

「
密
集
市
街
地
に
お
け
る

防
災
街
区
の
整
備
の
促
進

に
関
す
る
法
律
」
（
密
集

市
街
地
整
備
法
、
密
集
法
）

は
、
こ
う
し
た
密
集
市
街

地
の
整
備
促
進
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

同
法
で
、
除
去
勧
告
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

賃
貸
住
宅
な
ど
で
は
、
所

有
者
は
立
ち
退
き
が
必
要

と
な
る
居
住
者
の
代
替
住

宅
な
ど
の
計
画
を
作
成
し

ま
す
が
、
居
住
者
自
身
の

同
意
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。

計
画
が
認
定
さ
れ
る
と
、

所
有
者
は
借
地
借
家
法
の

「
正
当
な
事
由
」
が
な
く

て
も
居
住
者
と
の
契
約
更

新
を
拒
絶
し
、
移
転
を
迫

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
密

集
市
街
地
の
住
民
の
多
く

は
家
賃
な
ど
の
理
由
で
移

転
困
難
な
高
齢
者
で
す
が
、

代
替
住
宅
の
家
賃
補
助
も

５
年
し
か
な
い
な
ど
、
支

援
も
不
十
分
で
す
。

さ
ら
に
、
個
別
の
対
応

で
は
整
備
が
進
ま
な
い
な

ど
と
し
て
、
密
集
市
街
地

の
一
定
区
域
に
「
柔
軟
な
」

整
備
事
業
を
行
わ
せ
よ
う

と
し
ま
す
。
事
業
組
合
や

事
業
会
社
の
「
事
業
計
画
」

は
地
権
者
の
三
分
の
二
以

上
の
合
意
で
実
施
で
き
る

な
ど
で
す
。
事
業
が
は
じ

ま
れ
ば
、
事
業
前
の
権
利

を
事
業
後
の
市
街
地
の
権

利
に
置
き
換
え
る
「
権
利

変
換
」
な
ど
は
地
権
者
の

過
半
数
の
賛
成
で
成
立
す

る
た
め
、
最
初
か
ら
三
分

の
一
近
い
反
対
を
切
り
捨

て
ら
れ
る
の
は
問
題
で
す
。

密
集
市
街
地
の
防
災
整

備
は
必
要
で
す
が
、
当
事

者
の
理
解
と
納
得
な
く
し

て
進
み
ま
せ
ん
。
権
利
を

制
限
し
た
り
、
多
数
決
で

見
切
り
発
車
さ
せ
る
や
り

方
は
、
現
在
全
国
的
に
行

き
詰
ま
っ
て
い
る
区
画
整

理
事
業
の
よ
う
に
、
問
題

解
決
も
困
難
に
し
か
ね
ま

せ
ん
。

無
料
法
律
相
談
会
（
生
活
相
談
は
随
時
）

と
こ
ろ

す
ず
ら
ん
通
り
事
務
所

日

時

５
月

26
日
（

月
）

午
後
６
時
〜
８
時

前
日
ま
で
に
５
７
４
２
ー
６
８
１
８
ま
で
お
電
話
を
下
さ
い
。

地
域
住
民
に
は
説
明
も
な
し


